
数
理
差
異
は
一
定
の
範
囲
を
超
え
る

部
分
を
償
却
す
れ
ば
よ
く
、
Ｂ
Ｓ
上

は
原
則
遅
延
認
識
。
Ｂ
Ｓ
で
「
そ
の

他
の
包
括
利
益
（
Ｏ
Ｃ
Ｉ
）」＊
１

と
し

て
計
上
（
即
時
認
識
）
す
る
選
択
肢

も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
二
〇

〇
八
年
三
月
、「
Ｉ
Ａ
Ｓ
第
一
九
号

『
従
業
員
給
付
』
の
改
定
に
係
る
予

備
的
見
解
」
で
、
未
認
識
数
理
差
異

な
ど
の
遅
延
認
識
を
廃
止
す
る
こ
と

を
表
明
。
昨
年
一
月
時
点
で
は
、
Ｐ

Ｌ
で
即
時
認
識
す
る
と
の
仮
決
定
を

行
っ
た
。
だ
が
、
昨
年
一
一
月
に
は

Ｂ
Ｓ
上
の
「
そ
の
他
の
包
括
利
益
」

に
反
映
さ
せ
、
Ｐ
Ｌ
の
純
利
益
に
は

表
示
（
リ
サ
イ
ク
ル
＊
２

）
し
な
い
こ

と
で
合
意
し
て
い
る
。

公
開
草
案
で
は
、
数
理
計
算
上
の

差
異
な
ど
の
未
認
識
債
務
は
、
Ｂ
Ｓ

の
純
資
産
（
資
本
）
の
部
で
「
そ
の

他
の
包
括
利
益
累
計
額
」
と
し
て
即

時
認
識
し
、
負
債
ま
た
は
資
産
と
し

て
計
上
す
る
と
し
て
い
る
。
債
務
自

体
の
償
却
方
法
は
変
わ
ら
な
い
が
、

Ｐ
Ｌ
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
の
期
間

に
当
期
純
利
益
を
構
成
す
る
項
目
と

し
て
費
用
処
理
す
る
際
に
、
そ
の
他

の
包
括
利
益
の
調
整
（
組
替
調
整
）

2010.529

を
行
う
こ
と
に
な
る
。
Ｐ
Ｌ
に
リ
サ

イ
ク
ル
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
見
直
し
を
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
退

職
給
付
専
門
委
員
会
委
員
を
務
め
る

あ
ら
た
監
査
法
人
代
表
社
員
（
公
認

会
計
士
）
の
小
澤
元
秀
氏
は
、
次
の

よ
う
に
話
す
。

「
Ｂ
Ｓ
上
に
数
理
計
算
上
の
差
異
も

含
め
た
積
立
不
足
が
オ
ン
バ
ラ
ン
ス

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
最
大

の
関
心
事
は
Ｐ
Ｌ
に
も
影
響
が
あ
る

か
ど
う
か
で
し
た
。
実
際
は
、
勤
務

費
用
と
利
息
費
用
が
計
上
さ
れ
、
そ

れ
以
外
は
『
そ
の
他
の
包
括
利
益
』

に
計
上
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

当
期
純
利
益
に
は
影
響
し
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
」

期
間
定
額
基
準
と
給
付
算
定
式
の

選
択
が
可
能
に

日
本
基
準
で
は
、
退
職
給
付
見
込

額
の
期
間
帰
属
方
法
と
し
て
、
退
職

給
付
見
込
額
に
つ
い
て
全
勤
務
期
間

で
除
し
た
額
を
各
期
の
発
生
額
と
す

る
「
期
間
定
額
基
準
」
を
原
則
と
し

て
い
る
。
一
方
、
国
際
基
準
で
は
、

退
職
給
付
見
込
額
に
つ
い
て
退
職
給

28

こ
う
し
た
一
連
の
動
き
の
な
か
で
、

国
際
基
準
、
日
本
基
準
と
も
改
定
を

進
め
て
い
る
の
だ
。

以
下
、
主
な
項
目
に
つ
い
て
現
行

の
両
基
準
を
比
較
し
、
公
開
草
案
の

中
身
と
国
際
基
準
の
見
直
し
の
方
向

性
を
み
て
い
く
（
図
表
２
参
照
）。

Ｂ
Ｓ
で
は
「
そ
の
他
の
包
括
利
益
」

と
し
て
即
時
認
識

日
本
基
準
で
は
、
期
待
運
用
収
益

と
実
際
の
運
用
収
益
の
違
い
に
よ
っ

て
生
じ
る
数
理
計
算
上
の
差
異
な
ど

の
「
未
認
識
債
務
」
が
発
生
し
た
場

合
、
貸
借
対
照
表
（
Ｂ
Ｓ
）
上
は
そ

の
金
額
を
注
記
す
れ
ば
よ
い
。
損
益

計
算
書
（
Ｐ
Ｌ
）
に
も
計
上
さ
れ
ず
、

一
定
期
間
で
別
途
処
理
す
る
こ
と
か

ら
「
遅
延
認
識
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
方
、
国
際
基
準
で
は
、
未
認
識

が
二
〇
〇
七
年
八
月
、
日
本
基
準
と

国
際
会
計
基
準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
）
の
コ

ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
を
加
速
化
す
る
こ

と
で
合
意
。
二
〇
一
一
年
六
月
末
ま

で
に
差
異
を
解
消
す
る
こ
と
が
決
め

ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
金
融
庁
企
業
会
計
審
議
会

は
昨
年
六
月
、「
我
が
国
に
お
け
る

国
際
会
計
基
準
の
取
扱
い
に
関
す
る

意
見
書
（
中
間
報
告
）
」
を
発
表
。

国
際
的
な
財
務
・
事
業
活
動
を
行
っ

て
い
る
上
場
企
業
に
つ
い
て
、
今
年

三
月
期
の
連
結
財
務
諸
表
か
ら
国
際

会
計
基
準
を
任
意
適
用
す
る
こ
と
を

認
め
た
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
上
場

企
業
に
対
す
る
強
制
適
用
は
二
〇
一

二
年
を
目
途
に
判
断
し
、
二
〇
一
五

年
ま
た
は
二
〇
一
六
年
に
開
始
す
る

と
の
方
針
を
打
ち
出
し
た
（
図
表
１

参
照
）。
上
場
企
業
に
対
す
る
国
際

会
計
基
準
の
適
用
は
、
ア
ド
プ
シ
ョ

ン
（
採
用
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

公
益
財
団
法
人
財
務
会
計
基
準
機

構
の
企
業
会
計
基
準
委
員
会
は
三
月

一
八
日
、「
退
職
給
付
に
関
す
る
会

計
基
準
（
案
）」
お
よ
び
「
退
職
給

付
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用
指
針

（
案
）」
の
公
開
草
案
（
以
下
、
公
開

草
案
）
を
公
表
。
現
在
、
未
認
識
債

務
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
数
理
計
算

上
の
差
異
な
ど
を
、
貸
借
対
照
表
上

で
即
時
認
識
す
る
と
の
方
向
が
示
さ

れ
た
。
国
際
会
計
基
準
審
議
会
も
国

際
基
準
の
見
直
し
を
進
め
て
お
り
、

近
々
公
開
草
案
が
出
さ
れ
る
予
定
だ
。

日
本
基
準
と
国
際
基
準
の
コ
ン
バ
ー

ジ
ェ
ン
ス
（
収
れ
ん
）
の
動
き
も
活

発
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

日
本
基
準
と
国
際
基
準
の
統
一
化
の

な
か
で
両
基
準
の
見
直
し
が
進
む

会
計
基
準
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際

会
計
基
準
審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
と

企
業
会
計
基
準
委
員
会（
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
）

退
職
給
付
会
計
見
直
し
の
動
向

日
本
基
準
で
も
数
理
計
算
上
の
差
異
等
を

貸
借
対
照
表
上
で
即
時
認
識
へ

特集Ⅱ図表1●退職給付会計基準見直しのスケジュール

数
理
計
算
上
の
差
異 

償却方法 

会計処理方法 

退職給付見込額の 
期間帰属方法 

割引率 

小規模企業の 
簡便法 

複数事業主制度の 
取り扱い 

・定額法で下記の方法を継続適用  
①一定の範囲を超える未認識数理差異
を平均残存勤務年数で償却  
②①よりも早期に償却する規則的な方法 
③一定の範囲内にある金額も含めて②
の方法により償却  
④発生時にその他包括利益を通じて
B/S利益剰余金で認識する方法（損益
計算書で再認識しない） 

・定額法または定率法で、平均残存勤
務年数以内の一定年数で行う 

・未認識項目については、損益計算書
上と貸借対照表上ともに遅延認識 

・未認識項目については、損益計算書
上では遅延認識だが、貸借対照表上で
は「その他の包括利益累計額」として即
時認識（損益計算書で再認識する） 

・現行と同様 

国際基準 
日本基準 

現行 公開草案 

・未認識項目については、上記④以外は
貸借対照表上は遅延認識 

・退職給付見込額のうち、期末までに
発生したと認められる額は、全勤務期間
で除した額を各期の発生額とする方法（期
間定額基準）で計算 

・期間定額基準または給付算定式に
従う方法 

・退職給付制度の給付算定式に従って
各勤務期間に帰属させた額を各期の発
生額とする方法（給付算定式に従う方法）
が原則 
・給付算定式が著しく後過重である場
合は、定額法で補正 

・退職給付債務の比率、その他合理的
な基準により企業別の負担に属する年金
資産等の計算を行う 
・企業別の資産分割ができない場合は、各
企業の要拠出額を退職給付債務として処理 

・企業別の資産分割ができる場合は、確
定給付制度と同様の会計処理と開示を
行う 
・企業別の資産分割ができない場合は、確
定拠出制度と同様の会計処理と開示を行う 

・企業別の退職給付債務の適用なし  
（企業別の資産・財政の分割がある場合
を除く） 

・原則として300名未満企業については
期末自己都合要支給額、責任準備金等
を基礎とした金額を退職給付債務と見な
すことができる 

・現行と同様 ・規定なし 

・安全性の高い長期債券（高格付社債
または国債）の利回りを基礎とする 
・退職給付債務が10％以上変動しない
と推定される場合には、前期末の割引率
を使用可（重要性基準） 
・指標利回りの期間は、給付見込支払
日までの平均期間が原則（平均年金支
給期間を加味） 
・平均残存勤務期間に近似した年数を容認 

・安全性の高い債券（高格付社債また
は国債）の利回りを基礎とする 
・現行と同様 
 
 
・指標利回りの期間は、給付見込支払日
までの期間ごとの複数の割引率が原則  
・給付見込支払時期と金額を反映した
単一の加重平均割引率を容認 

・期末の優良社債の利回り（社債市場
が十分でない国では政府債の利回り）を
基礎とする 
 
 
・指標利回りの期間は、給付見込支払
日までの期間（給付見込支払時期、金額、
通貨を反映する単一の加重平均割引率
も可） 

図表2●退職給付会計基準の比較―国際基準と日本基準

1

数
理
計
算
上
の

差
異
の
会
計
処
理
方
法

2

退
職
給
付
見
込
額
の

期
間
帰
属
方
法

＊１　再測定による評価損益の増減等であり、「純利益」と「その他の包括利益」を合わせたものが「包括利益」となる。
＊２　発生時にはＰＬで認識せずに資本勘定で直接調整したものを、再度ＰＬで認識すること。

日本基準 

国際基準 

年 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015or2016

8月 東京合意 1月 新基準の論点整理公表 

3月18日 新基準の公開草案公表 3月 新基準の適用開始？ 

3月  
上場企業に 
国際基準を 
適用？ 

6月 新国際基準との差異を解消？ 

新基準の公表？ 

3月 新基準の 
論点整理公表 4月 新基準の公開草案公表 

前半 新基準の公表？ 新基準の適用開始？ 



特集Ⅱ 退職給付会計見直しの動向
日本基準でも数理計算上の差異等を貸借対照表上で即時認識へ

「
国
際
基
準
で
は
、
制
度
資
産
を
見

る
う
え
で
の
期
待
運
用
収
益
率
を
廃

止
し
、
優
良
社
債
の
利
回
り
な
ど
、

負
債
の
計
算
に
使
う
割
引
率
を
用
い

る
方
向
で
す
。
期
待
運
用
収
益
に
対

す
る
経
営
者
の
恣
意
し

い

を
排
除
す
る
こ

と
が
目
的
で
す
が
、
一
つ
注
意
す
べ

き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
運
用
収
益
の

利
差
益
も
Ｐ
Ｌ
に
は
載
ら
ず
、
そ
の

他
の
包
括
利
益
に
計
上
さ
れ
る
こ
と

で
す
。
つ
ま
り
、
年
金
資
産
は
マ
ー

ケ
ッ
ト
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ（
ぶ
れ
）

か
ら
解
放
さ
れ
、
す
べ
て
そ
の
他
の

包
括
利
益
に
計
上
す
る
会
計
に
変
え

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
」（
小
澤
氏
）

小
澤
氏
に
よ
れ
ば
、
国
際
基
準
で

は
損
益
計
算
書
を
廃
止
し
て
、
包
括

利
益
計
算
書
だ
け
に
す
る
方
向
だ
と

い
う
。
利
益
の
概
念
を
Ｐ
Ｌ
で
は
な

く
Ｂ
Ｓ
の
純
資
産
の
増
加
額
で
見
る
、

つ
ま
り
、
利
益
の
概
念
を
収
益
ア
プ

ロ
ー
チ
か
ら
資
産
・
負
債
ア
プ
ロ
ー

チ
に
変
え
よ
う
と
い
う
考
え
な
の
だ
。

日
本
基
準
、
国
際
基
準
と
も

開
示
内
容
を
拡
大

日
本
基
準
で
は
、
連
合
型
・
総
合

2010.531

型
の
複
数
事
業
主
制
度
に
つ
い
て
、

自
社
の
拠
出
に
対
応
す
る
年
金
資
産

額
を
合
理
的
に
計
算
で
き
る
場
合
は
、

退
職
給
付
債
務
の
比
率
で
計
算
す
る
。

合
理
的
な
計
算
が
で
き
な
い
場
合
は
、

各
企
業
の
拠
出
額
を
退
職
給
付
債
務

と
し
て
費
用
処
理
す
る
。

公
開
草
案
で
は
現
行
基
準
を
踏
襲

し
て
、
退
職
給
付
債
務
の
比
率
な
ど

合
理
的
な
基
準
で
企
業
別
の
年
金
資

産
を
計
算
で
き
る
場
合
は
、
確
定
給

付
制
度
の
会
計
処
理
や
開
示
を
行
い
、

合
理
的
な
計
算
が
で
き
な
い
場
合
は
、

確
定
拠
出
制
度
に
準
じ
た
会
計
処
理

や
開
示
を
行
い
、
年
金
制
度
全
体
の

直
近
の
積
立
状
況
等
を
注
記
す
る
と

し
て
い
る
。

一
方
、
国
際
基
準
で
は
、
企
業
別

の
資
産
や
財
政
の
分
割
が
あ
る
場
合

を
除
き
、
企
業
別
の
退
職
給
付
債
務

は
適
用
し
な
い
規
定
に
な
っ
て
い
る

が
、
開
示
内
容
を
拡
大
す
る
方
向
だ

と
い
う
。

「
複
数
事
業
主
制
度
に
つ
い
て
は
、

会
計
以
前
に
国
に
よ
っ
て
制
度
の
考

え
方
が
微
妙
に
異
な
っ
て
お
り
、
会

計
基
準
を
統
一
す
る
こ
と
は
難
し
い

面
が
あ
り
ま
す
。
日
本
基
準
も
情
報

開
示
で
対
応
し
て
い
ま
す
が
、
国
際

付
制
度
の
給
付
算
定
式
に
従
っ
て
各

勤
務
期
間
に
帰
属
さ
せ
た
額
を
各
期

の
発
生
額
と
す
る
「
給
付
算
定
式
」

を
用
い
、
勤
続
年
数
の
後
半
に
著
し

く
高
い
水
準
に
な
る
場
合
は
、
給
付

見
込
額
を
均
等
に
各
期
に
帰
属
さ
せ

る
「
定
額
法
」
で
補
正
を
行
う
（
図

表
３
参
照
）。

仮
に
三
〇
年
の
勤
続
で
三
、
〇
〇

〇
万
円
の
退
職
金
と
す
る
と
、
日
本

基
準
で
は
〔
三
、
〇
〇
〇
万
円
÷
三

〇
年
＝
一
〇
〇
万
円
〕
が
各
期
の
発

生
額
と
な
り
、
一
〇
年
勤
続
の
時
点

は
一
、
〇
〇
〇
万
円
を
二
〇
年
で
割

り
引
く
。
国
際
基
準
は
給
付
カ
ー
ブ

に
基
づ
く
た
め
、
勤
続
一
〇
年
時
点

基
準
も
制
度
の
情
報
開
示
を
拡
大
す

る
こ
と
で
、
財
務
諸
表
の
比
較
可
能

性
を
担
保
す
る
方
向
で
す
」（
小
澤

氏
）

●

日
本
独
自
の
基
準
と
し
て
、
小
規

模
企
業
に
お
い
て
は
、
高
い
信
頼
性

を
も
っ
て
数
理
計
算
上
の
見
積
も
り

が
難
し
い
場
合
や
、
退
職
給
付
に
関

し
て
財
務
諸
表
で
開
示
す
る
重
要
性

が
乏
し
い
場
合
は
、
期
末
の
退
職
給

付
支
給
額
を
用
い
る
な
ど
簡
便
な
方

法
で
退
職
給
付
債
務
や
費
用
を
計
算

し
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
簡
便
法
は
現
行
ど
お
り
だ
。

公
開
草
案
で
は
、
原
則
と
し
て
、

二
〇
一
一
年
四
月
一
日
以
後
開
始
す

る
事
業
年
度
末
の
財
務
諸
表
か
ら
新

基
準
を
適
用
す
る
と
し
て
い
る
。
Ａ

Ｓ
Ｂ
Ｊ
で
は
、
意
見
募
集
を
五
月
末

ま
で
行
い
、
今
年
度
内
に
新
基
準
を

公
表
す
る
予
定
。

一
方
、
今
年
三
月
末
ま
で
に
公
表

さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
国
際
基
準
の
公

開
草
案
は
、
四
月
下
旬
に
ず
れ
込
む

見
通
し
だ
。
両
基
準
の
公
開
草
案
の

違
い
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
点
で
、

今
後
の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
に
向
け

た
検
討
課
題
も
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

30

ま
で
の
平
均
期
間
を
原
則
と
し
、
実

務
上
は
従
業
員
の
平
均
残
存
勤
務
期

間
に
近
似
し
た
年
数
を
用
い
る
こ
と

も
で
き
る
。
公
開
草
案
で
は
支
給
時

期
と
金
額
が
異
な
る
退
職
給
付
ご
と

に
異
な
る
割
引
率
を
使
用
す
る
こ
と

と
し
、
実
務
上
は
給
付
見
込
期
間
や

給
付
見
込
期
間
ご
と
の
退
職
給
付
の

金
額
を
反
映
し
た
単
一
の
加
重
平
均

割
引
率
を
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
る

と
し
て
い
る
。
国
際
基
準
に
合
わ
せ

た
形
だ
。

た
だ
、
日
本
基
準
で
は
「
重
要
性

基
準
」
が
残
っ
て
い
る
。
退
職
給
付

債
務
が
一
〇
％
以
上
変
動
し
な
い
と

推
定
さ
れ
る
場
合
は
、
前
期
末
の
割

引
率
を
使
用
で
き
る
と
い
う
も
の
だ
。

「
国
際
基
準
で
も
、
数
理
計
算
上
の

差
異
が
一
定
の
範
囲
を
超
え
な
け
れ

ば
Ｐ
Ｌ
に
計
上
し
な
く
て
よ
い
コ
リ

ド
ー
（
回
廊
）
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す

が
、
廃
止
さ
れ
る
方
向
で
す
。
今
後

は
重
要
性
基
準
を
ど
う
す
る
か
が
課

題
に
な
っ
て
き
ま
す
」（
小
澤
氏
）

ま
た
、
国
際
基
準
の
方
向
性
と
異

な
る
の
が
、
運
用
期
待
収
益
の
考
え

方
だ
。
日
本
基
準
で
は
、
割
引
率
と

は
異
な
る
運
用
上
の
期
待
収
益
率
を

使
う
点
は
従
来
と
変
わ
ら
な
い
。

は
八
〇
〇
万
円
で
済
む
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
違
い
だ
。

公
開
草
案
で
は
、
日
本
で
も
給
付

算
定
式
を
導
入
し
、
期
間
定
額
基
準

と
の
選
択
を
認
め
て
い
る
。
だ
が
、

小
澤
氏
は
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

「
い
わ
ば
、
上
場
企
業
は
給
付
算
定

式
、
非
上
場
企
業
は
期
間
定
額
基
準

で
も
よ
い
こ
と
を
認
め
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
同
じ
制
度
の
場
合
、
上
場

企
業
と
非
上
場
企
業
と
の
間
で
の
比

較
可
能
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

ま
た
、
上
場
企
業
ど
う
し
で
も
、
ど

ち
ら
の
基
準
で
算
定
し
た
も
の
が
正

し
い
姿
を
反
映
し
て
い
る
の
か
わ
か

り
づ
ら
く
な
り
ま
す
」

国
際
基
準
は
期
待
運
用
収
益
の

考
え
方
を
見
直
す
方
向

日
本
基
準
は
二
〇
〇
九
年
七
月
に
、

退
職
給
付
債
務
を
計
算
す
る
際
の
割

引
率
に
つ
い
て
、
過
去
五
年
平
均
値

と
い
う
ル
ー
ル
を
見
直
し
、
期
末
時

点
の
長
期
国
債
や
政
府
機
関
債
な
ど

の
利
回
り
を
使
う
こ
と
に
な
っ
た
。

現
行
基
準
は
、
割
引
率
の
基
礎
と
な

る
期
間
は
退
職
給
付
の
見
込
支
払
日

国
際
基
準
の
改
正
動
向
を
見
据
え
た

議
論
が
望
ま
れ
る

住
友
信
託
銀
行
年
金
研
究
セ
ン
タ
ー
制
度
研
究
部
長
兼
主
席
研
究
員

藤
井
康
行
氏

3

割
引
率
・

期
待
運
用
収
益

4

複
数
事
業
主
制
度
の

取
り
扱
い

図表3●退職給付見込額の期間帰属方法のイメージ

退
職
給
付
債
務 

定額法に 
よる補正 

給付算定式 

期間定額基準 

退職 

勤務期間 

Column

現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
国
際
基
準
と

の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
と
い
う
観
点
で

見
る
と
、
今
回
の
日
本
基
準
の
公
開
草

案
に
は
、
そ
の
内
容
に
沿
っ
た
事
項
だ

け
で
な
く
、
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
と
は

異
な
る
事
項
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
と
異
な
る
と
い

う
の
は
、
数
理
計
算
上
の
差
異
を
Ｂ
Ｓ

即
時
認
識
す
る
際
の
Ｐ
Ｌ
上
の
取
り
扱

い
で
す
。
日
本
の
企
業
会
計
関
係
者
の

な
か
で
は
当
期
純
利
益
に
関
す
る
保
守

的
な
傾
向
が
強
い
た
め
か
、
Ｏ
Ｃ
Ｉ
表

示
し
た
後
、
Ｐ
Ｌ
で
従
来
通
り
遅
延
認

識
の
表
示
（
リ
サ
イ
ク
ル
）
を
す
る
案

に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
は
現
在
の
国

際
基
準
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、

国
際
基
準
の
改
正
案
は
Ｏ
Ｃ
Ｉ
表
示
の

み
で
Ｐ
Ｌ
に
リ
サ
イ
ク
ル
し
な
い
も
の

に
な
る
見
通
し
で
す
。
投
資
家
へ
の
有

用
な
情
報
提
供
と
し
て
、
国
際
基
準
の

改
正
案
が
よ
り
妥
当
だ
と
思
い
ま
す
。

企
業
年
金
制
度
の
維
持
発
展
か
ら
も
同

様
で
す
。
し
か
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
し
な

い
こ
と
は
当
期
純
利
益
の
考
え
方
を
根

底
か
ら
変
更
し
か
ね
な
い
た
め
、
今
後

の
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
の
議
論
が
注
目

さ
れ
ま
す
。

こ
の
ほ
か
に
、
複
数
事
業
主
制
度
の

取
り
扱
い
が
あ
り
ま
す
。
公
開
草
案
で

は
、
連
合
型
制
度
に
加
入
す
る
子
会
社

の
個
社
決
算
は
、
多
く
の
場
合
拠
出
す

る
掛
金
で
費
用
計
算
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。
国
際
基
準
に
近
付
い
た
会
計

処
理
で
あ
り
、
良
い
ほ
う
に
向
か
っ
た

と
い
え
ま
す
。

ま
た
、
現
行
基
準
で
は
、
年
金
資
産

を
総
額
の
時
価
評
価
で
表
示
す
る
取
り

扱
い
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
公
開
草
案

で
は
、
資
産
の
内
訳
ま
で
開
示
す
る
案

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
自
体
が
会
計

上
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
つ
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
世
間
一
般
の
運
用
と

比
較
さ
れ
る
こ
と
が
、
制
度
運
営
に
少

な
か
ら
ず
影
響
す
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
点
は
、
公
開
草
案
の
段
階

で
す
か
ら
確
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
国
際
基
準
の
改
正
議
論
、
あ
る
い

は
日
本
に
お
け
る
国
際
基
準
の
ア
ド
プ

シ
ョ
ン
を
見
据
え
る
と
、
む
し
ろ
こ
れ
か

ら
の
展
開
に
留
意
す
べ
き
と
思
い
ま
す
。


